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水産業者等が行う異業種との連携等により所得を増やす新たな取組を支援します

※ 補助金の申請は支援チーム担当が窓口です。申請を検討されている方は、下表をご

覧いただき、関係する団体の支援チーム担当にご相談の上申請してください。

＜支援チーム担当＞

業種 団 体 名 連 絡 先

漁業者

東部

地区

東日本信用漁業協同組合連合会 静岡支店

・融資部 担当 大池

・下田営業店 担当 松下

（０５４）６３１－５７３５

（０５５８）２２－１８４０

中部

地区

静岡県漁業協同組合連合会

・指導部（漁業振興課、協同組合課）

・沼津事業所

・静岡事業所

・焼津事業所（浜名駐在含む）

東日本信用漁業協同組合連合会 静岡支店

・融資部 担当 大池

・下田営業店 担当 松下

（０５４）２５４－６０１１

（０５５）９３４－３３０３

（０５４）２６３－９８８１

（０５４）６２７－２４４６

（０５４）６３１－５７３５

（０５５８）２２－１８４０

西部

地区

静岡県漁業協同組合連合会

・指導部（漁業振興課、協同組合課）

・焼津事業所（浜名駐在含む）

（０５４）２５４－６０１１

（０５４）６２７－２４４６

加工業者等

静岡県水産加工業協同組合連合会

・静岡県水産加工業協同組合連合会

・沼津魚仲買商協同組合

・静岡県削節組合

・静岡県しらす煮干加工組合連合会

・焼津市魚仲水産加工業協同組合

・焼津水産加工業協同組合

・焼津鰹節水産加工業協同組合

・焼津蒲鉾商工業協同組合

・静岡県佃煮商工業協同組合

・協同組合 焼津水産加工センター

（０５４）６３１－５１２０

（０５５）９６２－２８８２

（０５４）３８５－５００４

（０５４）６２０－５７８２

（０５４）６２３－９２００

（０５４）６２８－３１０８

（０５４）６３１－４７００

（０５４）６２３－３１０１

（０５４）６２８－４１５１

（０５４）６２４－２１１１

内水面漁業者 静岡県内水面漁業協同組合連合会 （０５４）２５２－２７２７

その他
静岡県漁業協同組合連合会

・指導部（漁業振興課、協同組合課） （０５４）２５４－６０１１

令和８年度 イノベーション創出事業のご案内

４月2７日から補助金申請の受付を開始します。
申請書類等のダウンロードは、下記URL又は右のQRコードから
https://www.pref.shizuoka.jp//sangyoshigoto/suisan/suisangyo/104045

4/1063260.html（静岡県水産振興課ホームページ）
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イノベーション創出事業費補助金について

水産業者等

・水産業（漁業、水産加工業及び水産流通業）を営む者

・水産関連業（水産に係る食品の小売業、造船業その他水産業の関連産業）を営む者

・水産業や水産関連業を営む者が組織する団体 など

補助対象者（静岡県内に住所又は事業所を有する者に限る）

・令和８年４月 27日から令和８年５月 29 日まで（郵送の場合は消印有効）

・通常タイプは郵送、もしくは電子メールでの提出

・異業種連携タイプは電子メールでの提出のみ

申請期間

◆ 申請書類提出先

提出の前に、必ず支援チームへ申請書類の確認依頼を行ってください

（郵送）

静岡県漁業協同組合連合会 水産イノベーション補助金担当 あて

住所：〒420-8666 静岡市葵区追手町９－18 静岡中央ビル３Ｆ

（メール）メールアドレスは、支援チームに問い合わせてください

件名に「申請者名 計画書在中」を入れてください

イノベーション創出事業は、水産業者等が行う異業種との連携等により所得等を増

やす新たな取組が対象

区分 通常タイプ 異業種連携タイプ

対象事業

所得が10％以上増加することを

目標として掲げ,

５年間の計画を策定した上で行

うもの

所得が20％以上増加することを

目標として掲げ,

５年間の計画を策定した上で行

うもの

異業種連携 必須でない 必須

補助率 ２／３以内

限度額
１企業・１個人 50 万円/件

１団体 100 万円/件
１企業・１個人１団体 100 万円/件

対象経費 資材等費、機械装置等費、広報費、専門家謝金、委託費 ほか

申請期間

内容

補助金の交付決定の日から令和９年１月 31 日まで

事業実施期間

締切り厳守
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申請時に必要な書類

注意事項

１ 国又は県による補助事業又は委託事業と重複して実施するものは申請できません。

２ 補助対象となるのは、交付決定日から令和９年１月 31 日までに行った事業です。

３ 同一期の募集において複数の申請をする場合、又は同一年度に既に交付を受けてい

る場合、若しくは前年度までに本補助金の交付を受けている場合は、各取組の新規性

や質的違いを十分に説明できるようにしてください。

４ 交付決定を受けた事業内容（経費の使途）に沿って事業を実施しなければなりませ

ん。

５ 事業終了後に実績報告書を提出し、検査に合格しなければ補助金を受け取れません。

・ 補助金の申請をした後に審査会があります。審査の結果、事業が採択された

場合には、申請者あてに「交付決定通知書」が送付されます。

・ 補助金は、交付決定の日（交付決定通知書の日付）から令和９年１月 31 日

までに行ったものが対象です。

・ 交付決定前に発注あるいは契約したもの、令和９年２月以降に支払をしたも

の等は補助対象外です。（支払時期については一部例外あり）

・ 支払の証拠書類が保管されているもののみが補助対象となります。

・ 交付決定を受けた補助事業の内容（事業計画）を変更しようとするときは、

静岡県漁業協同組合連合会の事前承認が必要です。（軽微な変更の場合はこの

限りでない）

・ 補助事業終了後は、所定の実績報告書のほか、支払の証拠書類（領収書等）

を提出し、検査を受けなければなりません。

・ 上記の検査によって、補助事業が適正に行われたことが確認された場合にの

み、補助金が支払われます。

・事業計画書（様式Ｂ）及び添付書類※

※法人：現在事項全部証明書（写）等

団体：規約等

異業種連携：連携協定書

・誓約書（様式第 1号）

（上記の他にも関係書類の提出を求める場合があります）

提出書類

＋ ・宛名は申請者名

・有効期限明記

(８月末以降まで有効なものに限る)

見積書
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６ 補助金の支払は、令和９年５月頃の予定です。

７ 消費税は、補助対象外です。

８ 一定の財産の処分には制限があります。

９ 関係書類は、５年間保存しなければなりません。

10 経過報告書は補助事業年度だけでなく、５年間提出が必須となります。

・ 補助金の支払は、令和９年５月頃の予定ですので、それに合わせた資金計画

を立ててください。

・ 補助事業で購入した機械装置等のうち、単価が 50 万円以上（消費税抜き）

のものは、処分制限財産に該当します。

・ 処分制限財産は、補助事業が終わった後も一定の期間は処分（補助事業目的

以外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等）が制限されます。

・ 処分制限期間内に該当財産を処分しようとするときは、あらかじめ（処分す

る前に）、県の承認を受ける必要があります。

・承認を受けずに処分をすると、補助金の返還を求めることがあります。

・ 補助事業に関係する書類（交付申請書等の提出した書類、交付決定通知書等

の受け取った書類、契約書、領収書等の支払の証拠となる書類等）は、補助事

業年度終了後５年間は保存しなければなりません。

・ 補助事業年度終了後５年間は、静岡県漁業協同組合連合会又は県の求めがあ

った際には、いつでも閲覧できるようにしておかなければなりません。

事業全般に関する問い合わせ先

静岡県経済産業部水産・海洋局水産振興課 電話 054-221-2744

静岡県漁業協同組合連合会 電話 054-254-6011

・ 取組事業年度の収支が確定次第、速やかに提出してください。

・ 提出期限は事業翌年度の 11月 30 日です。

・ 提出がない場合、補助金を受けることが出来なくなる可能性があります。


